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令和７年度学校栄養職員中堅教諭等資質向上研修実施要領 

１ 育成指標：発展ステージ 

〔教職を支える力〕〔人権尊重を礎とする多様な児童生徒の理解〕〔生徒指導力〕〔食育推進力〕〔学校運営力〕 

２ 目的 

 個々の能力、適性等に応じて、本県公立学校における食に関する指導、学校給食管理等に関する

研修（以下「本研修」という。）を実施し、中核的な役割を果たすことが期待される中堅栄養教諭

及び中堅学校栄養職員としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図る。 

３ 受講者 

公立学校（小学校・中学校及び特別支援学校）に在職する学校栄養職員のうち以下に該当する者

は、本研修の受講者とする。 

(1) 在職年数 10 年目の者 

(2) 在職年数 11 年目以上の者のうち、本研修（旧 10 年経験者研修含む。）の一部又は全部を受講

していない者 

４ 研修概要 

(1) 研修の実施にあたり、事前に個々の学校栄養職員の能力に応じ研修計画書(校内研修)を作成する。 

(2) 課業期間中に、主として学校内及び調理場内において実施する研修(以下「校内研修」という）等

を５日程度行う。 

 (3) 校外研修９日程度のうち、県立総合教育センター（以下「総合教育センター」、各教育事務所等に  

おける研修を２日程度、総合教育センターで専門研修を５日実施し、選択研修として選択研修を２日

程度行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 研修内容 

(1) 校内における研修（５日程度） 

① 校内研修は主として学校内において研修計画書（様式１）に基づき、５日程度の研修を行う。 

(1) 校内研修 

（５日程度） 

研
修
内
容 

(2) 課題研究 

研究授業参観、校内研修参加、 

食に関する指導、その他 

衛生管理研究会 

（１日程度） 

(3) 校外研修 

（９日程度） 

・市町村立小・中学校：各教育事務所にて２日程度 

・県立（特支・中学校）：県立総合教育センター２日程度  

県立総合教育センター 

（５日程度） 

選択研修 

（２日程度）※１日～３日 
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② 校内計画書作成の際、管理職は学校栄養職員に自己評価や意見・希望等を聴取し、参考とする。 

また、学校栄養職員自らの課題や適性、得意分野等を再認識させ、研修意欲を喚起するととも

に、研修内容をより適切なものとする。 

また、課題研究のテーマに応じた実践的な研修内容とする。 

③ 一日の校内研修受講時間に定めはない。 

④ 学校栄養職員は、校内研修を実施後、学校栄養職員中堅教諭等資質向上研修（校内・校外）報告

書（様式２－②）に研修内容等をまとめ、提出する。 

※記載する際は、校内、校外を区別し、日付順にまとめる。 

※校内研修にかかる経費（旅費・消耗品等）は、学校の負担とする。 

⑤ 校内研修実施例 

ア 研究授業参観、校内研修参加等        １日 

イ 食に関する指導の研究授業及び授業研究会   １日 ※代表授業者となる場合があります 

ウ 食に関する指導の全体計画①②の作成    １日  

エ 個別指導の実践（養護教諭等と連携した指導）１日 

⑥ 衛生管理研究会（１日） 

⑦ 課題研究 

○課題研究は、児童生徒の心身の健康づくり及び食に関する指導・学校給食の充実のための課題

解決に関する内容とする。 

○課題研究は、「課題研究の書式（スタイル）」を参照し、様式５にまとめる。 

○管理職は、課題設定及び報告書のまとめに際して、指導・助言を行う。 

○課題研究報告書の提出期限は、「５ 提出書類」を参照する。  

(2) 校外研修（９日程度）※校外研修計画書参照 

  総合教育センター等における研修を年間９日程度行う（選択研修２日程度、教育事務所（義務：小

・中学校）または県立総合教育センター（県立：特別支援学校・中学校）における２日の研修も含

む）。なお、校外研修の内容は次のとおりとする 

① 基礎研修（２日）・・・小・中は教育事務所、県立は総合教育センターにて実施 

教育の動向や教員の使命に関する研修をとおして、教師としての資質や能力の向上を図る

ための共通必修研修。 

※教育事務所等（総合教育センター）開催の研修の提出様式及び枚数等については各教育事務

所等（県立総合教育センター）の指示に従う。（特段の指示がない場合は様式２-②を使用する） 

② 専門研修（５日）・・・総合教育センターにて実施 

③ 選択研修（２日程度）（ｐ３に実施要項） 

研修の学校栄養職員が、個々の能力・適性等に応じた研修内容を選択し、研修することに

より得意分野づくりの助けとし、指導力の向上を図る。 

研修内容については、社会体験研修（企業や施設）、専門分野に関する研究や研修（総合

教育センター夏期短期研修等）、独立行政法人教職員支援機構（NITS）等のオンデマンド研

修であり、その中から選択し体験もしくは受講する。 

④ 校外研修を受講後は、学校栄養職員は研修内容のまとめを様式２－②及び選択研修記録簿

様式２－③～⑤に記載し提出する。 

※記載する際は、校内か校外か区別し、日付順にまとめる。 
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選択研修 実施要項(案) 

１ 目  的： 個々の能力・適性等に応じ、自ら課題とする内容を選択研修することにより、指導力の

向上を図る。 

２ 期  間： 令和７年７月 24日（木）～ ８月 29日（金） 

※ 下記、社会体験研修は、原則として上記期間（団体保険適用範囲期間）内の２日程

度（１日～３日）で行うものとする。（勤務時間外・土曜日・日曜日・祝祭日は除く）。 

３ 内  容： Ａ 社会体験研修 

              Ｂ 専門分野に関する研究･研修(総合教育センター夏期短期研修や大学講義等) 

        Ｃ 独立行政法人教職員支援機構（以下 NITS）オンデマンド研修 

４ 研修場所： 上記「Ａ」の内容を受講する場合、研修対象者は、自ら施設や企業等の研修先を選定す

る。なお選定の際は、以下の点に留意すること。 

       (1)  研修先での研究・研修が、教育課題の解決や授業実践等、学校栄養職員としての実

践的指導力の向上に役立つ内容であること。 

       (2)  研修場所は原則として、勤務校又は自宅から連続で通える場所であること。また、

研修期間は県立総合教育センターが一括して保険をかける。 

       (3) 研修先選定は、「研修計画書（校内における研修）」（６/６（金）〆切）に記載でき

るよう探すこと。 

         上記「Ｂ」の内容を受講する場合、事前に研修の申し込みを行い、研修受講可否結果

を確認しておくこと。また、研修場所は原則として、勤務校又は自宅から通える場所で

あること。 

          上記「Ｃ」の内容を受講する場合、原則として所属校（勤務先）にて受講すること。 

５ 研修方法：(1)  上記「Ａ」の内容を受講する場合、研修内容は予め研修先と打ち合わせをしておく。 

(2)  上記「Ｂ」と「Ｃ」を合わせて２日とすることもできる。その場合は、「Ｂ」を 1 日

もしくは半日受講する。「Ｃ」を受講する場合は合計４コンテンツを受講する。             

       (3)  研修で学んだことや感想等を選択研修記録簿（様式２－③、④、⑤）のいずれかで

作成する。 

６ 留意事項： 上記「Ａ」の内容を受講する場合は、下記の事項に留意すること。 

(1)  事前に研修員の受け入れ依頼文書（社体様式１）を作成し研修先に送付する。 

(2)  研修者は事前に研修先と連絡を取り、勤務条件や就業規則等を確認し、遵守する。 

(3)  原則として、研修期間中は名札を着用する。 
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令和７年度 学校栄養職員中堅教諭等資質向上研修校外研修計画【予定】 
 
回 期 日 対象 場 所 育成指標 主 な 内 容 

教
育
事
務
所 

１ 

 

４月～５月 
 

市町村立 

小学校・中学校 

 

 

各教育事

務所等 

 

■教職を支える力 

（倫理観・使命感・責任感） 

・各教育事務所が行う中堅教諭等資質

向上研修開講式に参加 

・事務所長講話、本県教育課題等 

２ ５月～10月 
各教育事務所が行う中堅教諭等資質向

上研修に参加 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

１ ５/７(水) 
県立 

特支・中学校 

総合教育

センター 

■教職を支える力 

（倫理観・使命感・責任感） 

県立学校中堅教諭等資質向上研修開

講式に参加 

※県立（中学校・特支）は、午前から受

講予定 

２ ５/７(水) 全員 
総合教育

センター 

■食育推進力（食に関する指

導：連携・調整） 

・研修の目的及び概要について 

・課題研究について 

（※栄養教諭中堅と合同） 

※市町村立小・中学校は、午後から受

講予定 

３ 

４ 

７／24（木）

～８/29(金） 

※２日程度 

(１～３日) 

全員 所属校等 
■教職を支える力（豊かな人

間性・学び続ける力） 

選択研修 

・社会体験研修（企業、施設） 

・専門分野に関する研究・研修 

・ 独立行政法人教職員支援機構

（NITS)等のオンデマンド研修 

５ 

６ 

７/28（月） 

７/29（火） 

全員 

 

総合教育

センター 

 

■教職を支える力（倫理観・使

命感・責任感） 

■食育推進力（食に関する指

導：教育指導） 

■食育推進力（給食管理） 

・学習指導要領と教育課程 

・食に関する学習指導案の作成と実践 

・衛生管理の課題と改善 

・カウンセリングの理論と実践 等 

【栄養教諭初任・５年･中堅と合同】 

※７/28：学校栄養職員中堅のみ午後

からの受講予定 

７ 
８/１(金)～ 

８/29 (金） 

県立 

特支・中学校 
所属校等 

■教職を支える力（倫理観・使

命感・責任感）（豊かな人間性・

学び続ける力） 

Web研修（オンデマンド） 

・所長講話・本県の教育的課題等 

８ ８/20(水) 全員 
総合教育

センター 

■食育推進力（給食管理）（食

に関する指導：個別指導） 

■人権尊重を礎とする多様な

児童生徒の理解 

・給食の年間計画と指導計画 

・発達障がいの特性と理解 等 

（学校栄養職員初任研と合同） 

９ 10/24(金) 全員 
研究授業

実践校 

■学校運営力（連携・協働） 

■食育推進力（食に関する指

導：教育指導） 

・研究授業及び授業研究会 

（学校栄養職員初任研と合同） 

※対象者の中から授業者を決定予定 

※勤務校（市町村立と県立）や管轄教育事務所により、研修日が異なることがあります。 

※対象者によっては、校内研修「食に関する指導の研究授業及び授業研究会」を「第９回：研究授業及

び授業研究会」に充てる場合があります（管理職に依頼して調整）。 
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６ 提出書類 

校長は、次ぎに掲げる文書等を教育委員会及び教育センター等に提出するものとする。 

様式 文書 校種／提出部数 提出先 提出期限 備考 

様式１ 

-①② 

・校内研修計画

書① 

・選択研修計画

書② 

市町村立小・中学校 

計３部提出 

・市町村教育委員会へ２部 

※各教育委員会は、内１部を

各教育事務所へ提出 

教育委員会及び 

教育センターへ  

６月６日(金)必着  

※各教育委員会

は各教育事務所

へ１部提出 

６月 13 日(金)

必着 

県 立 （ 特 支 ・ 中 学 校 ） 

１部提出 
・教育センター（所長宛）１部 

様式 2－① 
研修報告書

の内容確認所 

報告書を提出する前の確認用として使用（押印）し、教育センターへの報告物と一緒に提出

する（教育委員会等へは提出なし）。 

様式 2－② 

様式 ２－③ 

様式 ２－④ 

様式 ２－⑤ 

校内 ・ 校 外研

修報告書 
全校種１部提 教育センター（所長宛）１部 

校外研修 

12月１２日(金)必着 

校内研修 

令和８年 

２月６日(金)必着 

 

 

様式３ 授業研究報告書 

全校種１部提出 教育センター（所長宛）１部 
令和８年２月６日

(金)必着 
 

様式４ 
衛生管理実施報 

告書 

様式５ 課題研究報告書 
全校種１部提出 教育センター（所長宛）１部 令和８年 

１月６日(火) 必着 

３～４枚にまと

める。 Wordデータ提出 専用 Teamsに提出する 

 
その他 

ア：校内研修に
おける指導案 
（教科、学級活
動等） 
※ワークシートがあ

る場合は提出する。 全校種１部提出 教育センター（所長宛）１部 
令和８年 
２月６日(金)必着 

※イの内容につい
ては、薬剤師等で
検査を実施でき

ない場合は、各自
で点検・作成す
る。 

※学校長（単独調
理場）または調理
場長へ施設の課

題等について、情
報を共有した上
で、押印していた

だく。 

イ：定期及び日
常の衛生検査
第１～５・７・８票 
※文部科学省学校

給食衛生管理基準 

ウ：食に関する
指導の全体計
画①、② 

全校種１部提出 専用 Teamsに提出する 令和８年２月末日 
※令和８年度用 
完成板 

 

７ 研修の欠席届・延期・中断届について 

(1) 学校栄養職員中堅教諭等資質向上研修を欠席する時は（様式６）、延期・中断する時は（様式７）、

に必要事項を記入して校長は、以下へ提出すること。 

(2) 研修当日に欠席事由が生じた時は、速やかに関係機関に電話連絡をし後日欠席届を提出すること。 

様式６ 欠席届 

市町村立小・中学校  
計３部提出 

・市町村教育委員会へ２部 
※各教育委員会は、内１部を
各教育事務所へ提出 欠席の際は、所属長より、研修実施機関

（教育事務所や県立総合教育センター等）
へ連絡を入れ、後日、すみやかに各関係機
関に文書を提出すること。 

・教育センター（所長宛）１部 

県立（ 特 支 ・ 中 学 校 ） 
計１部提出 

総合教育センター１部 

様式７ 延期・中断届 

市町村立小・中学校  
計３部提出 

・市町村教育委員会へ２部 
※各教育委員会は、内１部を
各教育事務所へ提出 研修を延期・中断する場合には、すみやか

に各関係機関に文書を提出すること。 
 

・教育センター（所長宛）１部 

県立（ 特 支 ・ 中 学 校 ） 
計１部提出 

総合教育センター１部 


